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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家具部材の開放システムと組み合わせ可能な家具部材の可動部（１０３）のための自己
閉鎖装置（１）であって、
　第一スライダー（３）を支持する支持体（２）を有する固定ガイド（８）を備え、
　前記第一スライダー（３）は、前記支持体（２）内において、第一弾性手段（５）の作
用に反して、および第一弾性手段（５）の作用に従って、スライド軸（１００）に沿って
往復動可能に摺動し得るものであり、且つ、前記スライド軸（１００）の方向に往復動可
能に摺動する駆動要素（６）に設けられた駆動ピン（１０６）を有する第一駆動手段と係
合可能であり、
　前記支持体（２）は、前記第一スライダー（３）を移動させるための第一移動手段を含
み、
　前記第一移動手段は、前記第一スライダー（３）を前記第一駆動手段から解放させるた
めに、前記第一スライダー（３）に設けられたガイド手段と係合可能であり、
　前記ガイド手段が前記第一移動手段に係合する前に、前記第一スライダー（３）が直接
的または間接的に当接する機械的または弾性的に柔軟なストッパー（９、１２０）をさら
に備え、
　前記支持体（２）は、溝（４）を有し、
　前記溝（４）は、その後端領域において、前記第一スライダー（３）を移動させるため
の前記第一移動手段を含み、その前端領域において、前記第一スライダー（３）に設けら
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れた前記ガイド手段と係合可能であり、前記第一スライダー（３）を前記スライド軸（１
００）と交差する方向に移動させるための第二移動手段を含み、
　前記第一スライダー（３）は、前記駆動ピン（１０６）が選択的に係合する後方スロッ
ト（１０９）および前方スロット（１１０）を有し、
　前記前方スロット（１１０）および前記後方スロット（１０９）は、前記駆動ピン（１
０６）を係止するために、前方スロット（１１０）と前記後方スロット（１０９）とを分
離する分離面（１１３）から突出する側壁（１１２、１１１）を、それぞれ有することを
特徴とする、自己閉鎖装置（１）。
【請求項２】
　前記第一移動手段は、前記溝（４）に設けられた中間側方キャビティー（１０）および
後方カーブ（１１）を有することを特徴とする、請求項１に記載の自己閉鎖装置。
【請求項３】
　前記第二移動手段は、前記溝（４）に設けられ、前記溝（４）に対して、前記中間側方
キャビティー（１０）および前記後方カーブ（１１）が設けられている領域と同じ側に配
置された前方カーブ（１４）を有することを特徴とする、請求項２に記載の自己閉鎖装置
（１）。
【請求項４】
　前記ガイド手段は、前方ガイドピン（１２）および後方ガイドピン（１３）を有し、
　前記前方ガイドピン（１２）および後方ガイドピン（１３）は、前記溝（４）に設けら
れた前記中間側方キャビティー（１０）および前記後方カーブ（１１）にそれぞれ係合す
るように適応され、
　前記前方ガイドピン（１２）は、さらに、前記前方カーブ（１４）に代替的に係合する
ように適応されていることを特徴とする、請求項３に記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項５】
　前記駆動要素（６）は、前記固定ガイド（８）のカバー（１１５）に設けられたガイド
要素（１１４）内に摺動可能に支持されていることを特徴とする、請求項１～４のいずれ
かに記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項６】
　前記可動部（１０３）と前記駆動要素（６）とを着脱可能に連結する連結手段（１０４
）を備えることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項７】
　前記固定ガイドによって保持され、第二弾性手段（１０２）の作用に反して、および第
二弾性手段（１０２）の作用に従って、前記スライド軸（１００）に沿って往復動可能に
摺動する第二スライダー（１０１）を備え、
　前記第二スライダー（１０１）は、前記駆動要素（６）に設けられた第二駆動手段（１
０７）と係合可能であることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の自己閉鎖装
置（１）。
【請求項８】
　前記着脱可能な連結手段（１０４）は、前記第一弾性手段（５）および前記第二弾性手
段（１０２）によって前記駆動要素（６）に対して間接的に負荷される弾性復帰力の合力
よりも大きい連結力を有することを特徴とする、請求項７に記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項９】
　前記第二駆動手段は、前記駆動要素（６）から側方に延出し、前記第二スライダー（１
０１）に設けられたガイドスロット（１０８）内を摺動するように規定されたタブ（１０
７）を有することを特徴とする、請求項７に記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項１０】
　前記固定ガイド（８）は、前記駆動要素（６）の後方側において、前記可動部（１０３
）の開放へ向けた初期移動を生じさせるように適応されたイジェクター（２０）を支持す
ることを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項１１】
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　前記イジェクター（２０）は、前記第一弾性手段（５）の弾性力よりも小さい押し出し
力を有することを特徴とする、請求項１０に記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項１２】
　前記固定ガイド（８）は、前記駆動要素（６）の後方側において、前記可動部（１０３
）の閉鎖移動を減速させるように前記駆動要素（６）の後部に対して作用するように適応
された減速装置を支持することを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の自己閉鎖
装置（１）。
【請求項１３】
　前記駆動要素（６）は、引き出し可能ガイド（７）に一体的に設けられ、前記スライド
軸（１００）に沿って往復動可能に摺動することを特徴とする、請求項１～１２のいずれ
かに記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項１４】
　前記第一弾性手段（５）は、前記弾性的に柔軟なストッパー（９）と当接する前記第一
スライダー（３）に対して、前記弾性的に柔軟なストッパー（９）によって加えられる弾
性力よりも小さな弾性力を負荷することを特徴とする、請求項１～１３いずれかに記載の
自己閉鎖装置（１）。
【請求項１５】
　前記機械的なストッパーは、前記支持体（２）に設けられ、前記第一スライダー（３）
と交差するように配置された段差（１２０）によって構成され、
　前記第一スライダー（３）の後壁（１１９）が、前記段差（１２０）に繰り返し当接す
ることを特徴とする、請求項１～１４のいずれかに記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項１６】
　前記第一スライダー（３）は、傾斜面（１１８）を有し、
　前記駆動ピン（１０６）が、前記第一スライダー（３）を前記段差（１２０）に沿って
側方に移動させるように前記傾斜面（１１８）に押し当てられるように適応されているこ
とを特徴とする、請求項１５に記載の自己閉鎖装置（１）。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれかに記載の自己閉鎖装置（１）を備える家具部材であって、
　前記可動部を閉鎖方向に向けて押す装置を有するヒンジを備える、家具部材。
【請求項１８】
　請求項１～１６のいずれかに記載の自己閉鎖装置（１）を備える家具部材であって、
　前記可動部を開放方向に向けて押す装置を有するヒンジを備える、家具部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己閉鎖装置に関するものであって、特に、水平方向または鉛直方向に摺動
または揺動する可動家具部材の自己閉鎖装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、ドアや家具の引き出しといった可動家具部材を、事実上自動的に開閉さ
せる装置が、市場に存在している。一つの実施例として、家具部材の引き出しを開くため
に、キャッチとして知られている装置が、現在使用されている。この装置には、僅かな押
力によって開放され、開放されると弾性力によって引き出しを押し出すプッシング要素が
、実質的に設けられている。これにより、ハンドルが設けられていない場合において、使
用者が引き出しを把持し、完全に開くことを可能とする制御された移動がもたらされる。
【０００３】
　これとは逆に、引き出しの閉鎖を実行するために、自己閉鎖装置が用いられている。自
己閉鎖装置は、通常、引き出しの固定ガイドに連結され、スライダーを支持するための支
持体を有している。スライダーは、支持体に設けられた溝内を移動可能となっている。ス
ライダーは、通常、溝内を、バネの作用と反対に、およびバネの作用に従って移動するも
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のであって、駆動要素によって作動される。駆動要素は、引き出しの取り出し可能ガイド
に一体的に設けられている。引き出しを開くと自己閉鎖装置が作動され、引き出しが再度
閉じられたときに、自己閉鎖装置が、例えばピンを介して、引き出しの移動の最後の部分
において、引き出しの移動の制御をし、引き出しを完全に閉鎖した位置にまでバネにより
復帰させる。
【０００４】
　通常は、減速装置も、自己閉鎖装置と協働している。減速装置は、閉鎖バネにより引き
起こされる衝撃を減じさせ、引き出しの閉鎖の衝撃を弱める。
【０００５】
　上記の観点から、自動開放システムを、可動家具部材の自己閉鎖システムと統合するこ
とが如何に困難であるか、容易に理解されるであろう。なぜならば、通常、作用するキャ
ッチの力と自己閉鎖装置の力とは、互いに相反する傾向があり、いずれか一方の開閉を妨
げることとなるからである。
【０００６】
　このため、時に極端に複雑なシステムが、設計されてきた。この目的のために、このよ
うな複雑なシステムは、作用する力を克服し、部分的ではあるが事実上可動家具部材の自
動的な開閉を可能とするために、電動モータによって移動される部材を利用している。
【０００７】
　これらのソリューションは、時には若干非効率となってしまう。なぜならば、これらは
、適時コンスタントに操作できない傾向があり、且つ、継続的なメインテナンスを必要と
する。また、高コストとなる傾向があり、あるタイプの家具への適用を不適合としてしま
う。
【０００８】
　可動部が引き出しから構成されている場合においては、自己閉鎖装置は、例えばその移
動のためのガイドの上に区別なく配置される。代わりに、ヒンジによって揺動するドアの
場合においては、装置は、好ましくは、ヒンジが配置されている部分と反対の家具部材の
一部上に配置される。すなわち、使用者によって外部から力が加えられると、装置を操作
するのに十分となるようにドアを移動させることが可能となる。ドアは、その端部が当接
する側部から完全に離隔するように移動するとともに開く。そして、その結果、駆動要素
と自己閉鎖システムのスライダーとの間の相互作用が、より複雑となってしまう。
【０００９】
　さらに、通常は前述したキャッチ装置と組み合わせるために、異なるタイプのヒンジが
、市場において利用可能となっており、特に、閉鎖方向にドアを押すための弾性装置と組
み込まれる、選択的に減速装置によって補助される、または、開放方向にドアを押すため
の弾性装置を備えている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の技術的目標は、上記した従来技術の欠点を取り除くことができる
可動家具部材の自己閉鎖装置を提供することである。この技術的目標の範囲において、本
発明の目的は、如何なるタイプの通常または特別のメインテナンスを要することなく長期
に亘る有効性を確証しつつ、開放システムと組み合わせることが可能であり、高信頼性且
つ操作が非常に容易な、特に可動家具部材に用いられる自己閉鎖装置を提供することであ
る。
【００１１】
　本発明の他の目的は、必要に応じて使用者が交換または調整することができるように、
技術知識のない作業者でも容易に取り付け可能であって、さらに、市場への普及を促進す
るために低コストを実現することができる可動家具部材の自己閉鎖装置を提供することで
ある。
【００１２】
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　本発明の他の目的は、占有スペースが限定的であって、如何なるタイプの家具にも取り
付け可能な可動家具部材の自己閉鎖装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る技術的目標、これらの目的、および他の目的は、添付された本願請求項１
に基づく、特に可動家具部材に用いられる自己閉鎖装置を提供することによって達成され
る。
【００１４】
　さらに、本発明の他の特徴は、本願従属請求項によって定められる。
【００１５】
　本発明のさらなる特徴や利点は、本発明に係る可動家具部材の自己閉鎖装置の好ましい
（しかしながら排他的ではない）実施形態の説明から、より明確に示されるであろう。本
発明の好ましい実施形態は、以下に示す図面において限定的ではない実施例により図示さ
れている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一の好ましい実施形態に係る装置の平面図であって、ドアが閉じてお
り、駆動要素が初期位置にある状態を示す図である。
【図２】図１に示す装置であって、駆動ピンが第一スライダーの後方スロットから外れた
状態を示す。
【図３】図１に示す装置であって、駆動ピンが第一スライダーの後方スロットの側壁に当
接し、ドアが使用者によって把持可能となるのに適する程度に開かれた位置にある状態を
示す。
【図４】図１に示す装置であって、使用者によって外部から加えられる動作を通して、駆
動ピンが第一スライダーから外れ、ドアが駆動要素から解放された状態を示す。
【図５】図１に示す装置であって、駆動要素が後退する間に、駆動ピンが第一スライダー
の後方スロット側壁に当たった状態を示す。
【図６】図１に示す装置であって、ドアが開かれ、駆動要素が初期位置に復帰した状態を
示す。
【図７】図１に示す装置を線７－７にて切断した断面図を示す。
【図８】図１に示す装置が家具部材に取り付けられ、カバーによって覆われている状態を
示す。
【図９】図１に示す装置の固定ガイドの平面図を示す。
【図１０】図１に示す装置の固定ガイドのカバー内側の平面図を示す。
【図１１】図１に示す装置の駆動要素の平面図を示す。
【図１２】図１に示す装置の第二スライダーの側面図を示す。
【図１３】本発明の第二の好ましい実施形態に係る自己閉鎖装置を備える引き出し用のガ
イドの右側部分の平面図を示す。
【図１４】図１３に示す装置の一部を拡大した拡大図を示す。
【図１５】図１３に示す装置の平面図であって、引き出し（図示せず）が閉鎖位置にある
状態を示す。
【図１６】図１５に示す装置であって、引き出しに軽い力が加えられ、引き出しが家具部
材の内部へとさらに後退し、スライダーが第二バネの作用方向の反対に移動した後の状態
を示す。
【図１７】図１３に示す装置であって、駆動ピンがスライダーの前方スロット側壁に当接
し、引き出しが使用者によって把持可能となるのに適する程度に開かれている状態を示す
。
【図１８】図１３に示す装置であって、使用者によって外部から加えられる動作を通して
、スライダーの前方スロットと係合した駆動ピンが、ガイド手段が第一移動手段から外れ
るまで、スライダーを駆動している状態を示す。
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【図１９】図１３に示す装置であって、スライダーのガイド手段が第二移動手段と係合し
、駆動ピンがスライダーから外れた状態を示す。
【図２０】図１３に示す装置であって、駆動ピンがスライダーの後方スロットと係合した
、引き出しの閉鎖ステップを示す。
【図２１】本発明に係る自己閉鎖装置の適用可能な変形例を示し、弾性的に柔軟なストッ
パーが、機械的なストッパーに置換されたものを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下の説明においては、同様の部材には同じ参照番号を付すものとする。
【００１８】
　図１～１２に示された本発明の第一の好ましい実施形態を参照して、本発明に係る可動
家具部材の自己閉鎖装置が、全体的に参照番号１として示されている。
【００１９】
　本実施形態において特に言及する家具部材の可動部１０３は、家具部材本体に対して揺
動するドアである。しかしながら、これは、より一般的に、引き出しや、その他同様の部
材であってもよい。さらに、上記したように、本発明は、一般的な住宅用ドアといった類
のものに適用することも可能である。自己閉鎖装置１は、好ましくは、家具部材の固定部
１１６に取り付けられた固定ガイド８に連結され、第一スライダー３を支持する支持体２
を備える。第一スライダー３は、溝４の後端から前端の間を、第一弾性手段、具体的には
第一バネ５の作用に反して、および第一バネ５の作用に従って、スライド軸１００に沿っ
て往復動可能に移動する。
【００２０】
　溝４は、スライド軸１００に沿って、直線状に延在している。
【００２１】
　第一スライダー３は、駆動要素６に設けられた第一駆動手段と係合可能となっている。
駆動要素６は、固定ガイド８の内部に後退した位置と、固定ガイド８の外に引き出された
位置との間を、スライド軸１００に沿って往復動可能に移動する。溝４は、その後端領域
において、第一スライダー３をスライド軸１００と交差する方向に移動させるための第一
移動手段を有する。第一移動手段は、第一スライダー３に設けられた特定のガイド手段と
係合するように適応されている。
【００２２】
　さらに、溝４は、その前端領域において、第一スライダー３をスライド軸１００と交差
する方向に移動させるための第二移動手段を有する。第二移動手段も、第一スライダー３
に設けられた特定のガイド手段と係合するように適応されている。
【００２３】
　第一移動手段は、溝４に設けられた中間側方キャビティー１０と後方カーブ１１とを含
む。一方、第二移動手段は、溝４に設けられた前方カーブ１４を含む。前方カーブ１４は
、中間側方キャビティー１０と後方カーブ１１と同じ側に向けて、溝４から延びている。
【００２４】
　一方、ガイド手段は、前方ガイドピン１２と後方ガイドピン１３とを含む。
【００２５】
　前方ガイドピン１２および後方ガイドピン１３は、溝４の中間側方キャビティー１０お
よび後方カーブ１１にそれぞれ係合するように適応されている。また、前方ガイドピン１
２は、溝４の前方カーブ１４に代替的に係合するように適応されている。
【００２６】
　第一スライダー３は、後方スロット１０９と前方スロット１１０とを有し、駆動ピン１
０６が、後方スロット１０９および前方スロット１１０に選択的に係合する。
【００２７】
　後方スロット１０９および前方スロット１１０は、それぞれ、これらの間に位置する分
離面１１３から突出して延びる側壁１１１および側壁１１２を含む。側壁１１１および１
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１２は、駆動ピン１０６を係止するためのものである。
【００２８】
　具体的には、分離面１１３は平面であって、側壁１１１および１１２は、平面である分
離面１１３から側方に突出して延びている。
【００２９】
　自己閉鎖装置１は、弾性的に柔軟なストッパー９をさらに備える。ストッパー９は、支
持体２に固定されており、第一スライダー３のガイド手段が溝４の第一移動手段に係合す
る前に、第一スライダー３と直接的または間接的に当接する。
【００３０】
　ストッパー９は、スライド軸１００に沿う主軸を有する。ストッパー９は、固定部９ａ
と、可動部９ｂとを有し、固定部９ａと可動部９ｂとの間には、バネ（図示せず）が挿入
されている。このバネは、第一バネ５よりも大きな弾性力を有している。これにより、第
一スライダー３が摺動自在となっているときに、可動部１０３を閉鎖位置に相当する位置
に停止させることができる。
【００３１】
　また、自己閉鎖装置１は、可動部１０３と駆動要素６とを着脱可能に連結する連結手段
１０４を備える。
【００３２】
　連結手段１０４は、例えば可動部１０３の内側面と駆動要素６の前端とに固定された、
公知の磁気的または機械的な連結手段を有していてもよい。
【００３３】
　磁気的に連結する場合においては、連結手段によって行使される連結力は、使用者によ
って適度に力が加えられたことによって、連結を解除することが可能となるように調整さ
れる必要がある。機械的に連結する場合においては、連結手段は、駆動要素６が引き出さ
れた位置において、要素を分離することができるようにする必要がある。
【００３４】
　第一の好ましい実施形態において、自己閉鎖装置１は、閉鎖方向に向けて可動部１０３
を押す力を行使するヒンジを有する家具部材に取り付けられている。また、固定ガイド８
によって保持される第二スライダー１０１が、設けられている。第二スライダー１０１は
、第二弾性手段、具体的には第二バネ１０２の作用に反して、および第二バネ１０２の作
用に従って、スライド軸１００に沿って往復動可能に移動する。
【００３５】
　第二スライダー１０１は、駆動要素６に設けられた第二駆動手段１０７と係合可能とな
っている。この場合において、連結手段の連結力は、第一および第二弾性手段、特に第一
バネ５および第二バネ１０２によって駆動要素６に間接的に加えられる閉鎖方向に向けた
弾性力の合力よりも、大きく設定される必要がある。
【００３６】
　駆動要素６は、棒状本体１０５を含み、固定ガイド８のカバー１１５に設けられたガイ
ド要素１１４に、摺動可能に支持されている。
【００３７】
　棒状本体１０５の軸は、スライド軸１００に沿って延びている。
【００３８】
　駆動要素６の第一駆動手段は、棒状本体１０５の軸と交差する方向に延在する駆動ピン
１０６を含む。駆動ピン１０６は、第一スライダー３と係合するように適応されている。
【００３９】
　駆動要素６の第二駆動手段は、棒状本体１０５から側方に延出するタブ１０７を含む。
第二駆動手段は、第二スライダー１０１に設けられたガイドスロット１０８内を摺動する
ように規定されている。
【００４０】
　最後に、自己閉鎖装置１は、駆動要素６の後方側において固定ガイド８に支持されたイ
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ジェクター２０を備える。
【００４１】
　イジェクター２０は、可動スピンドル２０ｂを内部に含む固定部２０ａを有する。イジ
ェクター２０は、可動部１０３の開放へ向けた初期移動を生じさせるために、棒状本体１
０５の後壁に対して作用するように適応されている。イジェクター２０が生じさせる力は
、例えばヒンジに組み込まれている部材のような、如何なる独立した閉鎖装置によって可
動部１０３に行使される力よりも大きくなるように設定される。
【００４２】
　しかしながら、イジェクター２０によって行使される押出力は、第一バネ５の弾性力よ
りも小さくなるように設定される。
【００４３】
　イジェクター２０は、行使される押力を公知の方法で調整するための装置を、有利に備
えていてもよい。
【００４４】
　また、イジェクター２０は、スライド軸１００に沿う主軸を有している。
【００４５】
　本発明に係る自己閉鎖装置の動作は、特に以下に実質的に述べる説明と図面とから明確
となるであろう。
【００４６】
　図１は、可動部１０３が閉鎖されている状態における自己閉鎖装置１を示す。この最初
のステップにおいては、可動部１０３が閉鎖され、駆動要素６に連結されており、駆動ピ
ン１０６は、第一スライダー３の後方スロット１０９と係合している。このとき、第一ス
ライダー３は、第一のアイドル位置に保持されており、弾性的に柔軟なストッパー９と対
向して当接している。ストッパー９のバネは、圧縮されてはいないが、第一スライダー３
をこの位置に保持するために組み込まれている。駆動要素６の後端は、イジェクター２０
のヘッドと当接している。ここで、イジェクター２０の力は、第一バネ５の力よりも小さ
いので、スピンドル２０ｂは、このとき後退位置に配置される。
【００４７】
　次いで、図２に示すように、駆動要素６が後退する第二のステップにおいて、第一スラ
イダー３が、（例えば使用者によって）可動部１０３に負荷される外部からの押力によっ
て、第二の位置にまで後退移動する。第一スライダー３が第二の位置に配置されている状
態においては、前方ガイドピン１２および後方ガイドピン１３は、それぞれ、溝４に設け
られた中間側方キャビティー１０および後方カーブ１１に係合する。そして、第一スライ
ダー３がスライド軸１００と交差する方向に移動することによって、駆動ピン１０６が後
方スロット１０９との係合から解放される。
【００４８】
　次いで、図３に示すように、第三のステップにおいて、駆動ピン１０６が後方スロット
１０９から解放され、駆動要素６にイジェクター２０から押力が加えられ、且つ一時的に
第一バネ５からも（通常は使用者からも）解放されることから、駆動要素６が外へ引き出
されることとなる。この結果、可動部１０３が、開放に向けた最初の移動を行うこととな
る。この駆動要素６の最初の開放移動は、駆動ピン１０６が、第一スライダー３に設けら
れた前方スロット１１０の突出した側壁１１２と係合したときに終了する。
【００４９】
　この第一～第三のステップにおいては、タブ１０７は、ガイドスロット１０８内を自由
に摺動する。
【００５０】
　次いで、図４に示すように、第四のステップにおいて、（例えば使用者によって）可動
部１０３を引く力が外部から加えられた結果、第一スライダー３に設けられた前方スロッ
ト１１０の側壁１１２と係合する駆動ピン１０６が第一スライダー３を移動させ、これに
より、前方ガイドピン１２および後方ガイドピン１３が、溝４に設けられた中間側方キャ
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ビティー１０および後方カーブ１１からそれぞれ解放される。そして、第一スライダー３
がスライド軸１００と交差する方向に移動することによって、駆動ピン１０６が前方スロ
ット１１０に係合する。第四のステップの間に、タブ１０７は、ガイドスロット１０８の
前端と接触した後に、第二スライダー１０１に対する駆動を開始する。タブ１０７は、第
二スライダー１０１の前端が固定ガイド８の前壁に当たるまで、第二スライダー１０１を
移動させる。そして、その結果、駆動要素６のさらなる前進がブロックされる。第二スラ
イダー１０１が移動の終端位置にまで到達する前に、前方ガイドピン１２が、溝４に設け
られた前方カーブ１４と係合する。これにより、第一スライダー３が、スライド軸１００
と交差する方向に移動し、その結果、駆動ピン１０６が、前方スロット１１０との係合か
ら解放される。連結手段１０４によってもたらされる連結力は、駆動要素６が前方へ駆動
されるように、第一バネ５および第二バネ１０２によって行使される復帰力の合力よりも
大きくなるように設定される。駆動要素６が引き出されて移動の終端に到達するとき、磁
気的な連結手段の場合は、可動部１０３に掛けられた引く力が、連結手段によってもたら
される連結力に対して優勢となり、機械的な連結手段の場合は、連結が解除される。こう
して、可動部１０３は、駆動要素６から解放され、完全に開いた状態の位置まで引き出さ
れる。
【００５１】
　次いで、図５に示すように、第五のステップにおいて、第二スライダー１０１が、第二
バネ１０２を介して駆動要素６を固定ガイド８の内部へと後退させる。このステップの間
に、後方スロット１０９の側壁１１１と係止している駆動ピン１０６が、最初に第一スラ
イダー３をスライド軸１００と交差する方向に移動させ、前方ガイドピン１２を前方カー
ブ１４との係合から解放させる。その結果、第一スライダー３が、第一バネ５を介して、
第一ステップの位置（図６）にまで戻されることとなる。
【００５２】
　家具部材が、その揺動において開放方向に向けた押力を与える弾性システムを有するヒ
ンジを備えている場合は、駆動要素６は、再度閉じるときに揺動部と再連結するために、
引き出された位置に留まる必要がある。したがって、このタイプのヒンジは、第二スライ
ダーや第二弾性手段を不要とし、減速装置をイジェクターの位置に選択的に設けることを
可能とする。この減速装置は、スライダー３が駆動要素６と連結されたときにスライダー
３を後退させる第一バネ５によってもたらされる揺動部の閉鎖移動を減速させるために設
けられるものである。このように、自己閉鎖装置は、使用者がドアまたは引き出しを把持
することを補助するとともに、その閉鎖動作をガイドすることにより、単純かつ機能的な
ドアまたは引き出しの開閉を可能とする。
【００５３】
　次に、図１３～図２０に示された、本発明に係る第二の好ましい実施形態について説明
する。
【００５４】
　本発明に係る可動家具部材に用いられる自己閉鎖装置が、全体的に参照番号１として示
されている。本実施形態において特に言及する家具部材の可動部１０３は、引き出しであ
る。しかしながら、これは、より一般的に、家具部材本体に対して揺動するドアや、その
他同様の部材であってもよい。さらに、上記したように、本発明は、一般的な住宅用ドア
といった類のものに適用することも可能である。自己閉鎖装置１は、固定ガイド８に連結
され、スライダー３を支持する支持体２を備える。スライダー３は、第一弾性手段、具体
的には第一バネ５の作用に反して、および第一バネ５の作用に従って、スライド軸１００
に沿って往復動可能に移動する。第一バネ５は、一端がスライダー３の拡張部に設けられ
た連結部１５０に連結され、他端が支持体２の拡張部に設けられた連結部１５１に連結さ
れている。スライダー３は、駆動要素６に設けられた駆動手段と係合可能となっている。
駆動要素６は、引き出しの引き出し可能ガイド７に一体的に設けられており、スライド軸
１００に沿って往復動可能に移動する。
【００５５】
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　しかしながら、支持体２を引き出し可能ガイド７に連結し、駆動要素６を固定ガイド８
に連結することも可能である。支持体２は、スライダー３を移動させる第一移動手段を有
し、スライダー３を駆動手段から解放するために、スライダー３に設けられた特定のガイ
ド手段と係合するように適応されている。
【００５６】
　弾性的に柔軟なストッパー９がさらに設けられており、スライダー３が、第一移動手段
におけるガイド手段と係合する前において、直接的または間接的に対向して当接している
。
【００５７】
　ストッパー９は、スライド軸１００の方向に沿う主軸を有する。ストッパー９は、固定
部９ａと、可動部９ｂとを有し、固定部９ａと可動部９ｂとの間には、バネ（図示せず）
が挿入されている。このバネは、第一バネ５よりも大きな弾性力を有している。これによ
り、スライダー３が摺動自在となっているときに、可動部１０３を閉鎖位置に相当する位
置に停止させることができる。
【００５８】
　連結手段は、スライド軸１００と交差する方向に延び、スライダー３と係合するように
適応された駆動ピン１０６を有する。支持体２は、溝４を有する。溝４は、その後端領域
においてスライダー３をスライド軸１００と交差する方向に移動させる第一移動手段を有
し、その前端領域において、スライダー３をスライド軸１００と交差する方向に移動させ
るための第二移動手段を有する。第二移動手段は、スライダー３に設けられたガイド手段
と係合するように適応されている。
【００５９】
　溝４は、スライド軸１００に沿って、直線状に延在している。
【００６０】
　第一移動手段は、溝４に設けられた中間側方キャビティー１０と後方カーブ１１とを含
む。一方、第二移動手段は、溝４に設けられた前方カーブ１４を含む。前方カーブ１４は
、中間側方キャビティー１０と後方カーブ１１と同じ側に向けて、溝４から延びている。
ガイド手段は、前方ガイドピン１２と後方ガイドピン１３とを含む。
【００６１】
　前方ガイドピン１２および後方ガイドピン１３は、溝４の中間側方キャビティー１０お
よび後方カーブ１１にそれぞれ係合するように適応されている。また、前方ガイドピン１
２は、溝４の前方カーブ１４に代替的に係合するように適応されている。
【００６２】
　スライダー３は、後方スロット１０９と前方スロット１１０とを有し、駆動ピン１０６
が、後方スロット１０９および前方スロット１１０に選択的に係合する。
【００６３】
　後方スロット１０９および前方スロット１１０は、それぞれ、これらの間に位置する分
離面１１３から突出して延びる側壁１１１および側壁１１２を含む。側壁１１１、１１２
は、駆動ピン１０６を係止するためのものである。
【００６４】
　具体的には、分離面１１３は平面であって、側壁１１１、１１２は、平面である分離面
１１３から外方に突出して延びている。
【００６５】
　イジェクター２０は、引き出しに対して開放に向けた初期移動をもたらすように適応さ
れており、自己閉鎖装置１に連結されてもよい。
【００６６】
　イジェクター２０は、引き出し可能ガイド７に一体的に設けられているストッパー２１
と相互作用するように適応されている。しかしながら、イジェクター２０が生じさせる力
は、第一バネ５によって行使される力よりも小さくなるように設定される。
【００６７】
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　イジェクター２０は、可動スピンドル２０ｂを内部に含む固定部２０ａを有する。イジ
ェクター２０は、行使する押力を一定とするための、公知の方法に係る装置を有し、スラ
イド軸１００に沿う主軸を有している。
【００６８】
　図示されてはいないが、構造的な変形例として、イジェクターは、固定ガイドに設けら
れた傾斜、および／または傾斜を重力によってスライド可能な引き出しのスライドガイド
に置き換えられてもよい。
【００６９】
　また、図示されてはいないが、構造的なさらなる変形例として、イジェクターは、引き
出しをスライドさせることが可能な反発力を発生させる磁石に置き換えられてもよい。こ
れにより、他の実施例と同様に、使用者が引き出しを把持することを補助することができ
る。
【００７０】
　本発明に係る自己閉鎖装置１の動作は、特に以下に実質的に述べる説明と図面とから明
確となるであろう。
【００７１】
　図１５は、引き出しが閉鎖されている状態における自己閉鎖装置１を示す。駆動ピン１
０６は、スライダー３の後方スロット１０９と係合している。このとき、スライダー３は
、第一のアイドル位置に保持されており、弾性的に柔軟なストッパー９と対向して当接し
ている。ストッパー９のバネは、圧縮されてはいないが、スライダー３をこの位置に保持
するために組み込まれている。ストッパー２１は、イジェクター２０のヘッドと対向して
当接している。このとき、イジェクター２０のスピンドル２０ｂは、後退位置に配置され
ている。なぜならば、イジェクター２０の弾性力は、第一バネ５の弾性力より小さくなる
ように設定されているからである。
【００７２】
　次いで、図１６に示すように、スライダー３が、（例えば使用者によって）引き出しに
負荷される外部からの押力によって後退移動する。スライダー３がこの位置に配置されて
いる状態においては、前方ガイドピン１２および後方ガイドピン１３は、それぞれ、溝４
に設けられた中間側方キャビティー１０および後方カーブ１１に係合する。そして、スラ
イダー３がスライド軸１００と交差する方向に移動することによって、駆動ピン１０６が
後方スロット１０９との係合から解放される。
【００７３】
　次いで、図１７に示すように、駆動ピン１０６が後方スロット１０９から解放され、イ
ジェクター２０から押力が加えられ、且つ一時的に第一バネ５からも（通常は使用者から
も）解放されることから、駆動要素６が外へ向けて移動することとなる。この結果、引き
出しが、開放に向けた最初の移動を行うこととなる。この引き出しの最初の開放移動は、
駆動ピン１０６が、スライダー３に設けられた前方スロット１１０の突出した側壁１１２
と係合したときに終了する。
【００７４】
　次いで、図１９に示すように、前方ガイドピン１２が、溝４に設けられた前方カーブ１
４と係合する。これにより、スライダー３が、スライド軸１００と交差する方向に移動し
、その結果、駆動ピン１０６が、前方スロット１１０との係合から解放される。こうして
引き出しは、完全に開いた状態の位置まで引き出される。
【００７５】
　次いで、図２０に示すように、閉鎖ステップにおいて、引き出しは、使用者によって閉
じる方向に向けて押される。このステップの間に、後方スロット１０９の側壁１１１と係
止している駆動ピン１０６が、まずスライダー３をスライド軸１００と交差する方向に移
動させ、前方ガイドピン１２を前方カーブ１４との係合から解放させる。その結果、スラ
イダー３が、バネ５を介して、第一ステップの位置（図１５）にまで戻されることとなる
。
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　全体のシステムがよりコンパクトに構成される必要がある場合は、イジェクターは、弾
性的に柔軟な要素の後方側において、支持体２に取り付けられてもよい。
【００７７】
　さらに、上記したように、イジェクターを、磁石や、引き出しを移動させるのに適した
その他のシステムのみならず、傾斜ガイドに置き換えることも可能である。
【００７８】
　次に、図２１を参照すると、弾性的に柔軟なストッパー９が、支持体２に設けられた段
差１２０によって構成された機械的なストッパーに置き換えられた実施形態を示している
。この段差１２０は、スライダー３と交差するように配置されている。スライダー３は、
その後壁１１９が段差１２０と当接するように配置されている。外部から可動家具部材に
加えられる力によって、引き出し可能ガイド７に一体的に設けられている駆動ピン１０６
は、スライダー３に形成された傾斜面１１８に押し当てられる。これにより、スライダー
３は、段差１２０に沿って側方に移動させられ、適切に設けられた側方スロット１０、１
１の内部に入り込むこととなる。その結果、駆動ピン１０６が解放され、引き出し可能ガ
イド７が、イジェクター２０ａ、２０ｂによって開放方向に向けて押し出されることとな
る。
【００７９】
　実用上において、本発明に係る自己閉鎖装置が、使用者が引き出しを把持することを補
助するとともに、引き出しの閉鎖をガイドし、引き出しの簡単且つ機能的な開閉を実現す
るのに如何に有利であるかが明らかである。
【００８０】
　このように想到された本発明においては、本発明の概念の範囲内において、多くの修正
や変形を加えることが可能である。さらに、細部に係る構成は、全て技術的に同様である
要素によって置き換えることも可能である。
【００８１】
　実用上において、使用される材料や寸法は、要求や技術状況に応じて如何なるものに設
定されてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１　自己閉鎖装置、２　支持体、３，１０１　スライダー、４　溝、５，１０２　バネ
、６　駆動要素、７　引き出し可能ガイド、８　固定ガイド、９，２１　ストッパー、９
ａ，２０ａ，１１６　固定部、９ｂ，１０３　可動部、１０　中間側方キャビティー、１
１，１４　カーブ、１２，１３，１０６　ピン、２０　イジェクター、２０ｂ　スピンド
ル、１００　スライド軸、１０４　連結手段、１０５　棒状本体、１０７　タブ、１０８
，１０９，１１０　スロット、１１１，１１２　側壁、１１３，１１８　面、１１４　ガ
イド要素、１１９　後壁、１２０　段差、１５０，１５１　連結部。
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